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条

例

青
森
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
月
十
三
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
二
十
九
号

青
森
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
国
営
浅
瀬
石
川
土
地
改
良
事
業
の
項
を
削
り
、
同
表
国
営
平
川
二
期
土
地
改
良
事
業
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
国
営
浪
岡
川
土
地
改
良
事
業
の
項
及
び
国
営
八
戸
平
原
土
地
改
良
事
業
の
項
を
削
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
、
当
該
国
営
事
業
が
完
了
し
た
」
を
「
当
該
国
営
事
業
が
完
了
し
た
」
に
改
め
、
「
、
国
営
八
戸
平
原
土
地
改
良
事
業
の
う
ち
農
用
地
造
成
事
業
及
び
区

画
整
理
事
業
に
あ
つ
て
は
十
五
年
（
国
営
八
戸
平
原
土
地
改
良
事
業
の
う
ち
農
用
地
造
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
据
置
期
間
三
年
を
含
む
。
）
、
そ
の
他
の
国
営
事
業
に
あ
つ
て
は
」
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を
削
り
、
「
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
附
則
第
二
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
八
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
工
事
に
係
る
事
業
費
の
う
ち
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
費
用
に
つ
き
借
入
金
を
も
つ
て
そ
の
財
源
と
す
る
国
営
事
業
に
あ
つ
て
は
土
地
改
良
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
七
号
。
以
下
「
平
成
二
十
年
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
平
成
二
十
年
改
正

令
に
よ
る
改
正
前
の
土
地
改
良
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
政
令
」
と
い
う
。
）
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
率
（
平
成
二
十
年
改
正
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
前
の
政
令
第
五
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す

る
事
業
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
年
改
正
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
前
の
政
令
第
五
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
区

分
さ
れ
た
指
定
日
前
事
業
費
額
に
係
る
負
担
金
の
部
分
に
つ
き
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
指
定
日
後
事
業
費
額
に
係
る
負
担
金
の
部
分
に
つ
き
平
成
二
十
年
改
正
令
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
前
の
政
令
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
率
）
、
そ
の
他
の
国
営
事
業
に
あ
つ
て
は
土

地
改
良
法
施
行
令
（
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
」
を
「
土
地
改
良
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
、
国
営
相
坂
川
左
岸
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
「
政
令
」
を
「
土
地
改
良
法
施
行
令
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
月
十
三
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾
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青
森
県
条
例
第
三
十
号

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
十
二
号
中
「
百
分
の
二
十
五
」
を
「
百
分
の
二
十
一
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
三
号
中

「

」
を

「

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
の
第
一
号
中

「
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
」
を
「
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
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（
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
（
同
法
第
三
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
二
条
又
は
第
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
過
疎
地
域
と
み
な
さ
れ
る
区
域
を
含
む
。
）
」
に
、
「
及
び
」
を
「
、
指
定
棚
田
地

域
（
棚
田
地
域
振
興
法
（
令
和
元
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
棚
田
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
」
に
改
め
、
同
備
考
中
第
二
号
を
第
三
号

と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

指
定
棚
田
地
域
が
そ
の
区
域
内
に
あ
る
市
町
村
の
規
則
で
定
め
る
財
政
力
指
数
が
規
則
で
定
め
る
数
値
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
表
の
第
八
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十

九
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
表
の
第
八
号
中
「
中
山
間
地
域
等
（
」
と
あ
る
の
は
「
中
山
間
地
域
等
（
指
定
棚
田
地
域
（
棚
田
地
域
振
興
法
（
令
和
元
年
法
律
第

四
十
二
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
棚
田
地
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
」
と
、
「
区
域
に
」
と
あ
る
の

は
「
区
域
又
は
指
定
棚
田
地
域
に
」
と
、
表
の
第
十
一
号
及
び
第
十
九
号
中
「
中
山
間
地
域
等
（
」
と
あ
る
の
は
「
、
中
山
間
地
域
等
（
指
定
棚
田
地
域
及
び
」
と
、

「
区
域
に
」
と
あ
る
の
は
「
区
域
又
は
指
定
棚
田
地
域
に
」
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

令
和
三
年
四
月
一
日
前
に
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
た
土
地
改
良
事
業
計
画
に
基
づ
い
て
施
行
さ

れ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
分
担
金
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
下
水
道
法
施
行
条
例
及
び
青
森
県
流
域
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
月
十
三
日

― 5 ―



青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
三
十
一
号

青
森
県
下
水
道
法
施
行
条
例
及
び
青
森
県
流
域
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
青
森
県
下
水
道
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

青
森
県
下
水
道
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
中
「
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
の
三
十
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
青
森
県
流
域
下
水
道
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

青
森
県
流
域
下
水
道
条
例
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い

日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
月
十
三
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
三
十
二
号
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青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
小
沢
団
地
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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